
九

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
貿
易
投
資
観
光
促
進
セ
ン
タ
ー
設
立
協
定
改
正

◎
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
貿
易
投
資
観
光
促
進
セ
ン
タ
ー
を
設
立
す
る
協
定
の
改
正

　
（
略
称
）
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
貿
易
投
資
観
光
促
進
セ
ン
タ
ー
設
立
協
定
改
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

平
成
　
十
九
年
十
一
月
　
二
十
日
　
理
事
会
で
採
択

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

平
成
二
十
三
年
　
四
月
　
　
一
日
　
効
力
発
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

平
成
　
二
十
年
　
六
月
　
二
十
日
　
国
会
承
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

平
成
　
二
十
年
　
七
月
　
　
一
日
　
受
諾
の
閣
議
決
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

平
成
　
二
十
年
　
七
月
　
　
一
日
　
受
諾
書
寄
託

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
平
成
二
十
三
年
　
三
月
二
十
四
日
　
公
布
（
条
約
第
三
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 
平
成
二
十
三
年
　
三
月
二
十
四
日
　
告
示
（
外
務
省
告
示
第
九
十
一
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

平
成
二
十
三
年
　
四
月
　
　
一
日
　
我
が
国
に
つ
い
て
効
力
発
生

ペ
ー
ジ

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
一

一
二

一
二
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・
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・

　
　
目
　
　
　
次

前
　
　
　
文

　
　
１
　
　
　
前
文
の
第
二
段
落
の
改
正

　
　
２
　
　
　
第
一
条
１
の
改
正

　
　
３
　
　
　
第
二
条
の
改
正

　
　
４
　
　
　
第
三
条
(1)
の
改
正

　
　
５
　
　
　
第
三
条
(3)
の
改
正

　
　
６
　
　
　
第
三
条
(4)
の
改
正

　
　
７
　
　
　
第
三
条
(5)
の
改
正



一
〇

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
貿
易
投
資
観
光
促
進
セ
ン
タ
ー
設
立
協
定
改
正

　
　
８
　
　
　
第
三
条
(6)
の
改
正

　
　
９
　
　
　
第
三
条
(7)
の
改
正

　
　
10
　
　
　
第
三
条
(8)
の
改
正

　
　
11
　
　
　
第
三
条
(9)
の
改
正

　
　
12
　
　
　
第
三
条

(10)
の
追
加

　
　
13
　
　
　
第
十
条
２
の
改
正

一
二

一
二

一
二

一
三

一
三

一
三
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Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
貿
易
投
資
観
光
促
進
セ
ン
タ
ー
設
立
協
定
改
正

一
一

前
　
　
文

前
文
の
第

二
段
落
の

改
正

第
一
条
１

の
改
正

第
二
条
の

改
正

第
三
条
(1)

の
改
正

第
三
条
(3)

の
改
正



Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
貿
易
投
資
観
光
促
進
セ
ン
タ
ー
設
立
協
定
改
正

一
二

第
三
条
(4)

の
改
正

第
三
条
(5)

の
改
正

第
三
条
(6)

の
改
正

第
三
条
(7)

の
改
正

第
三
条
(8)

の
改
正



Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
貿
易
投
資
観
光
促
進
セ
ン
タ
ー
設
立
協
定
改
正

一
三

第
三
条

(10)

の
追
加

第
十
条
２

の
改
正

第
三
条
(9)

の
改
正



Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
貿
易
投
資
観
光
促
進
セ
ン
タ
ー
設
立
協
定
改
正

一
四

 
（
参
考
）

　
こ
の
改
正
は
、
セ
ン
タ
ー
の
機
能
強
化
の
た
め
の
改
正
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
る
。


